
認可外保育施設への立入調査について

新型コロナウイルス影響下においては、新型コロナウイルスのまん延防止等重点措置及び緊
急事態宣言が発出されたり、指導・監督対象の保育施設で新型コロナウイルス感染症の陽性者
が出たりなど、例年とはかなり状況が異なる中で、各自治体が実施した工夫を下記で紹介する。

なお、厚生労働省子ども家庭局総務課少子化総合対策室は「認可外保育施設に対する指導監
督の徹底について（子少発0806 第1号 令和3年8月6日）」（参考資料）において、下記のよ
うに発出している。

Ⅰ

2. 新型コロナウイルス影響下における工夫

参考資料：「認可外保育施設に対する指導監督の徹底について」（子少発0806 第1号 令和3年8月6日）

「新型コロナウイルス感染症の影響により例年同様の指導監督が困難な場合、やむを得ず、前

回の立入調査の結果や立入調査の際必要な項目についてあらかじめ自主点検表を提出させその

内容等を考慮するなどして、対象施設を絞って重点的に指導監督を行ったり、施設長等に来庁

を依頼しヒアリングを行ったりする等の対応を実施することも可能ですので申し添えます。」
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